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午前・午後 ９時５５分 

東郷町議会議長 加 藤 啓 二  殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号  8 番  氏名 近 藤 鑛 治 ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について質問

したいので通告します。  

記  

                            №  2－1   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

  

1 東郷町イメー  

ジ キ ャ ラ ク タ

ー「トッピィ」

について  

  

(1) デザイン画・名称の使用について  

①  個人・団体・町内・町外・掲載物等  

によって使用条件はあるか。  また、  

このキャラクターをどの様に使用して

頂きたいと考えているか。  

  ②  使用の申請状況及び使用許可・不許  

可状況はどのようか。判定の基準は、   

どのようか。  

  ③  キャラクターの色合いの取り決めは

どのようにされているか。また、白黒

の原画はあるか。  

  ④  キャラクターを付ける物品本体の品

格・品質の判定基準の考えはどのよう

か。  

  ⑤  使用期間及び期限についての考えは

どのような考えか。  

  ⑥  具体的に使用許可した物件の工程は

どのようにされたか。判定に必要日数

はどれほどか。  

  ⑦  物品本体にキャラクターを付けて販

売品等を行うことは、原画制作者との

間では問題が発生することはないか。  

  ⑧  販売数量・価格等の提示が義務づけ

ているが、その維持管理はどのように

されるのか。  

  ⑨  名刺等の刷り込みする場合の条件は

あるのか。  

  ⑩  使用料は無料であるが、他市町の状

況はどのようか。今後、有料の予定は

あるか。  

 

 町  長  

 

担当部長  

 （注）要旨は、具体的に記載すること。



                8 番  氏名  近  藤  鑛  治   №  2－2   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 1 東郷町イメー

ジ キ ャ ラ ク タ

ー「トッピィ」

について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 総合体育館  

 の利用につい  

 て  

 

 (2) 着ぐるみ「トッピィ」について  

  ①  トッピィの出演された所での、町民  

の反応はどのようであったか。また、

今後の出演予定はどのようか。  

  ②  出演依頼の手続き及び条件は、特に  

あるか。あるとすればどのようか。  

（自治区・サークル団体等及び曜日・

場所・時間帯等について）  

  ③  出演料は現在無料であるが、今後も  

   同じと考えてよいか。  

  ④  着ぐるみに入る人を募集「ボランテ  

ィア募集」する考えはないか。  

 (3) 「トッピィ」グッズについて  

  ①  本町として「トッピィ」グッズ（マ

スコット・キャラクター付き小物）を

つくり、PR グッズとして町内外へ発信

してはどうか。  

 

(1) 町民ニーズに応えた利用時間及び利

用種目の見直しの検討について  

①  利用区分を見直すことで、利用時間  

を延長する考え方について、その後の   

検討の進捗状況はどのようか。  

②  施設ごとに利用可能種目が設定され  

ているが、その見直し検討状況はどの  

ようになっているか。  

③  毎月第 1 金曜日がレクスポの日 (夜  

間 )として設定されているが、昼間の時  

間帯にも設定する事を提案したが、そ  

の後の検討状況はどのようか。  

(2) 2F スタジオの活用について  

 ①  利用状況はどのようか。  

  また、特に一般の利用はどのようか。  

 ②  一般への利用促進はどのようにされ  

  ているか。  

(3) 高齢者・障がい者に対して健康づく  

り・生涯スポーツ (室内スポーツ )の取  

組みについて  

①  どの様な種目を推進されているか。  

 また、今後の考えはどのようか。  

 (4) 火曜日 (定休日 )の活用について、その  

後の進展はないか。  

(5) あいち共同利用型施設予約システム  

を利用して予約はできないか。  

 

町  長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町  長  

担当部長  

 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  


